
深谷市女性活躍等推進事業所認証の 

要件・取組の具体例  

 

深谷市女性活躍等推進事業所認証制度実施要綱第 3条「認証の要件」

は、以下具体例以外にもさまざまな取組が該当しますので、お気軽にご

相談ください。  

 

 

１．仕事と家庭・地域生活の両立支援  

 

○次世代育成支援法に基づく一般事業主行動計画を策定している（従業員

が１０ 1人以上の労働者を雇用する事業所は除く）。  

○仕事と家庭・地域生活の両立がしやすい職場作りのための研修を実施してい

る。  

○育児・介護等で休職中の職員に対し、円滑な職場復帰に向け、情報提供等を

定期的に行っている。  

○結婚・育児・介護等でいったん退職した人を雇用する制度を設けている。  

○働きながら子育て・介護ができる就業環境を整備している。  

・短時間勤務制度、フレックスタイム制度、育児休業者の代替要員の確保、

法を超える育児・介護休業制度の設定   など  

 

 

２．男女がともに働きやすい職場環境づくり  

 

○半日単位、時間単位で有給休暇が取得できる。  

○休暇の取りやすい雰囲気づくりなど、年次有給休暇の取得を促進している。  

○ノー残業デー設定や長時間労働を少なくする意識啓発など、所定外労働の削

減の取組を行っている。  

○セクシャル・ハラスメント防止について、独自の対応マニュアルの作成や、

研修制度を設けているなど、積極的に取り組んでいる。  



○職場環境づくりのための研修やアンケートを定期的に実施している。  

○地域活動参加等のための特別休暇制度を設けている。   など  

 

 

３．女性の能力の活用  

 

○女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（女性活躍推進法）に基づ

く一般事業主行動計画を策定している (従業員が 101人以上の労働者を雇用する

事業所は除く )。  

○職務のレベルアップや新たな職務へのチャレンジのための研修や資格取得の

支援を行っている。  

○管理職・役員への女性の登用に積極的に取り組んでいる。  

○これまで女性がいない、又は、少なかった職場や職種への女性の配置や、女

性の採用拡大などに取り組んでいる。  

○人事評価・昇進・昇格等の基準を職員に明確にしている。   など  

 

 

４．その他女性の活躍及び男女共同参画の推進  

 

○パート職員から正職員への転換制度を有しており、実際に正職員に転換した

職員がいる。  

○再就職の受入制度を整備し、積極的に受入を行っている。   など  

 

 

 

 

 

                  お問い合わせ先        

                  深谷市協働推進部人権政策課  

                  TEL：５７４－６６４３     

                  FAX：５７９－８０６１     


